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 天
授
四
年
「
永
和
四
年
」

(
と
の
雨
乞
は
、
元
亨
三
年
十
二
月
の
僚
に
見
え
た
る
雨
宮

，じ

一
な
が
い
村
に
町
一
た
ん
、
名
字
な
し
の
木
間
一
所

一

F

伊

一
右
件
の
と
と
ろ
は
、
沙
捕
芝
型
重
代
し
よ
り
ゃ
う
た
る
あ
い
だ
、
崇

一

勢
d

一
信
・
暁
悲
の
ぼ
た
い
の
た
め
陀
、
惣
持
品
寸
御
寺
た
が
〈
寄
進
・申
底

也
。
子
孫
に
を
い
て
い
ら
ん
わ
づ
ら
い
可
不
市
候
。

的
判帥
=後
日
-
寄

進
献
如
ν
件。

永
和
四
年
卯
月
廿
七
日

(
長
谷
部
)

沙

胸

芝

在
司

(
伊
勢
山
内
町
信
・同
息
女
暁
窓
の
と
と
は
永
徳
二
年
十
月
の
僚
に

見
え
、
沙
揃
芝
裂
が
長
谷
部
氏
友
る
乙
と
は
臨
永
六
年
六
月

史

に
於
い
て
行
ひ
し
も
の
た
る
べ
し
。
俗
資
海
は
永
和
二
年
四

月
十
九
日

の
僚
に
も
見
え
た
り
。
)

十
一
月
十
九
日
。
沙
捕
立
阿
、

科
江
季
員
に
、
mm咋
刑
制

志
雄
保
の
地
を
交
付
す
。

〔
天
野
文
書
】

五
九
七

能
設
闘
志
雄
保
内
五
十
石
間
四
段
率
、
所
ν

打
=
波
得
江
八
郎
二
郎
季

員一
也
。
仇
渡
飲
如
ν
件。

永
和
三
年
十

一
月
十
九
日

y少
蹴

..ll. 

pnJ 

-L1-
d川
H
e

ィ
f
・時
寸

戊

天

授

四

年

一
水
和
四
年

紀
元
二

O
三
八

京
都

四
月
廿
七
日
。
長
谷
部
芝
史
、

鳳
至
郡
総
持
寺
に
、
揃

比
荘
内
保
村
の
団
地
を
寄
進
す
。

【総
持
品
寸
文
書
】

悶
束
郡

五
九
八

中本日一寄
進
一能
登
闘
櫛
比
庄
内
う
ち
ほ
む
ら
の
中
、
ぽ
り
と
し
民
間

一

た
ん
、
名
字
五
の
川

一
所

へ
・
恒
俊
受
段
四
、
有
限
年
賀
以
下
付
=
本
名
一宛
=行
之
-
所
也
。
知…=慨

怠
一
可
ν
致
=其
沙
汰
-
之
欣
如
ν
件
。

永
和
四
年
六
月
廿
六
日

(
恒
俊
名
は
恒
利
名
に
同
じ
。
そ
の
馬
繋
村
の
う
ち
た
る
と
と

は
貞
和
五
年
四
月
十
一
日
の
僚
に
見
え
た
り
。
)

九
月
廿
四
日
。

長
谷
部
正
漣
、
鳳
至
郡
総
持
寺
に
、
そ

の
寺
領
お
の
や
谷
を
寄
進
す
。

関
至
郡

【総
持
寺
文
書
〕

六

O
O

山本
-v

寄
進
一

能
登
間
鳳
至
郡
櫛
比
庄

の
う
ち
諸
岳
山
惣
持
品
守
政
地
守
制
一
品

(
長
谷

山
川
任
=
定
賢
律
師
施
入
之
欣
一
た
の
や
の
谷
半
=
寄
進
一
意
趣
者
、
義
印

刻

叫

』脚
門
菩
提
の
た
め
、
井
正
連
現
官
二
世

の
た
め
也
。
子

h
A

孫
-H

於
=

彼
虎
一
致
=
逮
飢
煩
一
者
、
不
レ
可
ν
知
=
行
正
連
所
領
一
伺
寄
進
之
批
如
ν
件
。

永
和
一
一

年
九
月
廿
四
日

左
近
将
監
正
連

在

判

会
見
氏
律
師
施
入
欣
と
い
ふ
も
の
は
、
嘉
-
臆
四
年
二
月
十
三

日
の
依
陀
載
せ
た
る
も
の
を
指
す
な
る
べ
し
J

天
授
四
年
へ
永
和
四
年
)

十
七
日
の
僚
に
見
ゆ
J

六
月
廿
六
日
ロ
珠
洲
削
岩

山

荘
領
家
日
野
資
数
、

二

郎

兵
衛
某
を
同
郡
馬
繋
村
恒
俊
名
の
名
主
職
に
補
す
。

五
九
九

【
本
光
寺
文
苦
】

味
洲
郡

(
日
野
資
蚊
カ
)

品

川

叫
e

み
や
8

4

1

宛
下

〆5、

受z'lrJ
Il¥ri!.t俊
参き名
水-CK

三巨
職
事二

郎
兵
衛
所

布
常
名
之
・
新
聞
分
、
惣

四
郎

五
・官

三
郎
一二
・令
火
三
・六
安
太
郎

O 

〔融
持
寺
文
書
〕

波
中
惣
持
寺
之
寺
制
事

伐
の
や
谷
富
岳
山
腰
一
段
八
問
、
井
鎖
守
白
山
富
之
修
理
地
問
昌

弘匂事。

O 

右
依
ν
祈川
エホ
サ
家
之
御
理
運
一
任
“一本
寄
進
紙
一波
申
鹿
也
。
川
橋
=後
日
一

I
;
1
ド
。

河
川
如
ν
ゃ
ー

永
和
一
一
年
九
月
廿
四
日

左
近
作
民
正
連

在
判

十
月
廿
一
一
一
日
D

鳳
至
郡
総
持
寺
五
院
の
住
持
等
、
互
に

本
寺
の
維
持
を
誓
ふ
。

〔総
持
寺
文
常
国
】

川
陥
京
都

O 

蛍
山
者
末
代
木
寺
也
。
法
谷
門
徒
中
、
一
味
同
心
而
可
ν
守
--仲間止寸↓

特
更
有
-一副
典
子
制
一
時
者
、
地
エ
高
一事
一
就
=
本
寺
一
可
=
許
諾
↓
諜
未
来
際
莫
レ

令
z
宗
胤
除
J

地
山
門
哀
惜
m
一
茄
有
口
述
犯
賢
一者
、
不
ν
可
'
需
品
明
山
門
下

児
孫
一
者
也
。
仇
聯
判
欣
如
ν
件
。

永
和
四
戊
午
年
十
月
二
十
三
日

五
院
列
孤

連
'I，IJ 

宇(
と
L

に
五
院
列
組
と
あ
る
も
大
源
{一市
民
を
除
〈
四
人
た
る

ご
七




